
 

 

７月定例記者会見 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■日 時 令和元年７月２日（火）１１時３０分 

■場 所 ２階第１会議室 

 



会 議 次 第 

 

１ 開会 

 

２ 市長の挨拶 

 

３ 市からの会見資料による情報発信 

 

４ 記者からの市政全般に対する質問 

 

５ 閉会 

 

 

 

 

 

 

 



定例記者会見資料 

                       令和元年７月２日 

７月  
 

 

上旬 

案 件 名 駅前不動産スタジアム塗装改修事業が終了します 

問合せ先 健康福祉みらい部 スポーツ振興課 ☎85-3522 Ｐ２ 

 

２６日 

（金） 

案 件 名 鳥栖・ツァイツ子ども交流事業結団式 

問合せ先 市民環境部  市民協働推進課    ☎ 85－3508 Ｐ３ 

 

２８日 

（日）～ 

案 件 名 姉妹都市等日本庭園修復モデル派遣事業 

問合せ先 市民環境部  市民協働推進課    ☎ 85－3508 Ｐ９ 

 

～３１日 

（水） 

案 件 名 生ごみ処理機の購入費を補助します 

問合せ先 市民環境部  環境対策課      ☎ 85－3561 Ｐ１２ 

 

 

８月  

 

１２日 

（月・休） 

案 件 名 鳥栖・ツァイツ子ども交流事業解団式 

問合せ先 市民環境部  市民協働推進課    ☎ 85－3508 Ｐ３ 
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情 報 発 信 シ ー ト 

案 件 名 駅前不動産スタジアム塗装改修事業が終了します 

日  時 令和元年７月上旬（工事は６月３０日まで） 

場   所 駅前不動産スタジアム 

内  容 

企業版ふるさと納税を活用して、地方創生を推進する地

域再生計画『スタジアムリニューアルによる魅力向上プロ

ジェクト』の事業として行ってきたスタジアムの塗装改修

工事等が６月３０日までの工事期間で終了し、７月上旬に

は正式に完成となる予定です。 

鉄骨部をサガン鳥栖のイメージカラーであるサガンブ

ルーとサガンピンクを基調とした色に塗り替え、外壁は白

で明るく統一し、観客通路はＬＥＤ化を行いまちのシンボ

ルとして輝きを取り戻し、サガン鳥栖がさらに輝く舞台が

リニューアルしました。 

７月３日は、天皇杯でロアッソ熊本戦。１３日のホーム

ゲームがスタジアム塗装リニューアル後の最初の J１リ

ーグ戦のホームゲームになります。サポーターとスタジア

ムがサガンカラーで一体となった応援で、勝利へ後押しし

ましょう。ぜひ、スタジアムにご来場ください。 

 

地域再生計画の事業費（６億８千６００万円） 

■鳥栖スタジアム塗装改修工事実施設計 

■鳥栖スタジアム塗装改修工事 

■鳥栖スタジアムトイレ棟外壁等改修工事 

■鳥栖スタジアム照明器具ＬＥＤ化改修工事 

■鳥栖スタジアム塗装改修工事施工監理業務 

 

問合せ先 健康福祉みらい部 スポーツ振興課 ☎８５－３５２２ 

 

2



情 報 発 信 シ ー ト 

案 件 名 鳥栖・ツァイツ子ども交流事業結団式 

日  時 令和元年７月２６日（金）１６：００～ 

場  所 市役所２階第１会議室 

 

 

 

 

 

内  容 

友好交流都市であるドイツ連邦共和国ツァイツ市に、市

内在住の中高生７名を派遣するにあたって結団式を行い

ます。 

 

■派遣期間 

令和元年７月２８日（日）～８月１２日（休・月） 

■事業目的 

フッペルのピアノの故郷であり友好交流都市であるド

イツ連邦共和国ツァイツ市と、交流事業の一環として平成

１６年度からホームステイによる鳥栖・ツァイツ子ども交

流事業を開始しました。 

この事業は、ホームステイを通して、ツァイツ市の自然

や歴史、文化、社会、人々との交流を体験する派遣事業で

す。市内の中高生が、このような体験によって、自分自身

や鳥栖市という地域を客観的に見つめ直しこれからの国

際社会の一員として、国際的視野に立って考え行動する人

に育つことを願いこの事業を実施します。 

■主な訪問先 

ツァイツ市長表敬訪問、モーリツブルグ城、日本庭園、 

ブーヘンヴァルト強制収容所跡、乗馬体験、地下通路など 

 

■解団式 

 日時：８月１２日（月・休）１８：４５～ 

場所：市役所２階第１会議室 

問合せ先 市民環境部  市民協働推進課 ☎８５－３５０８ 
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年  月 内          容 

平成 10年（1998） 

10月 

朝日新聞鳥栖通信局松田京平記者がドイツのツァイツ市にフッペル社があったことを確認。ツァイツ

市長に問い合わせる。 

 

平成 11年（1999） 

3月 19日 

「映画『月光の夏』を支援する会」事務局長斎藤美代子さんがツァイツ市を訪問。鳥栖市長の親書を

持参。朝日新聞鳥栖通信局、松田京平記者同行。 

 

平成 11年（1999） 

5月 6日 

ツァイツ市ディーター・クミーチェック市長からの手紙 

音楽を通じた平和を目的とした都市間交流を進めることは重要との返事。 

 

平成 12年（2000） 

3月 15日～21日 

アンナ・マグダレーナ・バッハ音楽学校マティアス・ブッタナー校長及び生徒２名とツァイツ市局長の４

名が鳥栖市を訪問。音楽学校生徒２名がピアノコンクール受賞者記念コンサートに出演し、音楽を通

じて交流を深めた。 

 

平成 12年（2000） 

4月 4日 

ツァイツ市ディーター・クミーチェック市長からの手紙 

訪問団の歓迎に対し感謝する。ピアノがいかに両市を深く結びつけ、平和がいかに大事かが、明らか

になった。今度は鳥栖市の若い音楽家をツァイツ市に招待したいとの内容。 

 

平成 13年（2001） 

4月 29日～5月 4日 

ピアノコンクール実行委員会委員長鈴木まさ子さん、ピアノコンクー

ル受賞者本山ゆかりさん、山田紘子さんの２名及び秘書広報課長

がツァイツ市を訪問。交流記念植樹や両市のピアニストが共演しコ

ンサートを開催。 

 

平成 13年（2001） 

5月 28日 

ツァイツ市ディーター・クミーチェック市長からの手紙 

フッペルのピアノの歴史が両市を引き合わせた。交流のスタートである。鳥栖市を１度訪問し、議員の

方とも話をしたいとの内容。 

 

平成 14年（2002） 

3月 27日～4月 3日 

ツァイツ市ディーター・クミーチェック市長、イローナ・シュナイダー局長の２名が鳥栖市を来訪。今後

の鳥栖市とツァイツ市の交流について協議。 

＊子どもを中心としてスポーツ･文化･音楽等幅広いテーマの交流を検討 

＊２００４年庭園博覧会で日本庭園を整備するための技術協力の要請 

＊ツァイツ市への企業誘致パンフレットを市内企業へ配布依頼 

 

平成 14年（2002） 

6月 

鳥栖市緑化協力会会長齊藤正治さんと事務局長梅甚一郎さん及び広報広聴

課長の３名が、ツァイツ市を訪問し、日本庭園整備の現地調査。 

＊庭園博覧会有限会社(実行委員会)の代表とともに現地調査及び協議を行

う 

 

平成 14年（2002） 

9月(初旬) 

 

鳥栖市緑化協力会 (㈱旭日緑化建設)が基本計画（設計図）を作成しツァイツ市へ提供 
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年 月 内          容 

平成 15年（2003） 

5月 9日～6月 23日 

鳥栖市緑化協力会の梅甚一郎さん（九州緑地建設

㈱）、高取忠彦さん（㈱高取造園土木）、齊藤正晃さ

ん（旭緑化建設㈱）、天本良光さん（飛鳥緑化建設

㈱）の４名がツァイツ市を訪れ、庭園博覧会会場に日

本庭園を造園するために技術協力を行い、約１ヶ月

半の長期滞在ののち日本庭園が完成。 

 

平成 16年（2004） 

5月 8日 

鳥栖市市制施行５０周年記念にツァイツ市ディーター・クミーチェック市長からの祝辞がビデオレター

として届く。 

 

平成 16年（2004） 

7月 11日～19日 

鳥栖市長を団長とする公式訪問団（フッペル平和祈念鳥栖ピア

ノコンクール実行委員会、鳥栖市緑化協力会、鳥栖市文化連

盟ら）１７名がツァイツ市を訪問。 

＊今後の友好交流についての、取り決め書に調印。 

＊ツァイツ市で開催されている「庭園博覧会」にて日本

伝統文化を紹介する「日本の週」の舞台公演や体験を行い、ツァイツ市民との交流を深めた。 

＊ツァイツ市老人介護施設などでドイツ在住のコンクール受賞者天本三香子さんがピアノコンサート

を行い、音楽を通じて平和の大切さを伝えた。 

 

平成 16年（2004） 

8月 18日～27日 

鳥栖市の中学生１０名、引率３名がツァイツ市を訪問し、

ホームステイにて日常生活や学校などを体験。 

 

 

 

平成 17年（2005） 

4月 18日～24日 

ツァイツ市ディーター・クミーチェック市長、ツァイツ市議会マティアス・ブッタナー議長、ウテェ・キルス

テン副議長、イローナ・シュナイダー市局長の４名が鳥栖

市を来訪。 

市内企業の視察、伝統文化体験、市民との交流を深め、

教育、スポーツ分野での交流について協議。 

 

平成 17年（2005） 

5月 17日～26日 

ツァイツ市の学生１０名、引率２名が鳥栖市を来訪し、ホー

ムステイにて日常生活や学校・日本文化を体験。 

 

 

 

※（ピアノ事業） 

平成 18年（2006） 

1月 9日～14日 

フッペル平和祈念鳥栖ピアノコンクール受賞者木村貴紀さん、田上景さんら５名がツァイツ市を訪問

し、ツァイツ市芸術発表会での演奏や、老人ホームでのミニコンサートを開催するなど、音楽を通じて

交流を深めた。 

 

平成 18年（2006） 

8月 3日～17日 

鳥栖市の中高生１０名、引率３名がツァイツ市を訪問し、

ホームステイにて日常生活を体験。 
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年 月 内          容 

平成 18年（2006） 

10月 22日～11月 2日 

ツァイツ市の芸術家が、ドイツ様式を取り入れた東公園(ドイ

ツエリア)に、モニュメント「月への２８の望み」を製作するた

め、芸術家のクリスティアン・シュペーテさん、トーステン・クーンさん、

イーベット・マインハートさんの３名が来鳥。鳥栖市緑化協力会の

全面協力により製作。 

 

平成 18年（2006） 

11月 8日～14日 

鳥栖市議会議長、副議長、教育長ら５名がツァイツ市を公

式訪問。 

市議会、再開発、教育問題、環境問題等について、意見

交換を行なった。 

 

平成 19年（2007） 

5月 28日～6月 4日 

ザクセン=ツァイツ公国３５０年祭にあわせ、鳥栖市緑化協力会の３名が日本庭園の整備と維持管

理技術指導を行なった。 

 

平成 19年（2007） 

5月 31日～6月 4日 

ザクセン=ツァイツ公国３５０年祭に招待を受け、ツァイツ市

を訪問。鳥栖市長の代理として鳥栖市副市長、フッペル平

和祈念鳥栖ピアノコンクール実行委員会、鳥栖市文化連盟の代

表者らが公式行事に参加。 

 

平成 19年（2007） 

7月 15日～28日 

ツァイツ市の学生１０名、引率２名が鳥栖市を来訪し、ホー

ムステイにて日常生活や学校・日本文化を体験。 

 

 

 

※（ピアノ事業） 

平成 20年（2008） 

3月 20日～25日 

アンナ・マグダレーナ・バッハ音楽学校マティアス・ブッタナー校長及び学生２名が鳥栖市を 

訪問。音楽学校生徒２名がピアノコンクール受賞者記念コンサートに出演し、音楽を通じて 

交流を深めた。 

 

平成 20年（2008） 

7月 21日～8月 4日 

鳥栖市の中高生７名、引率２名がツァイツ市を訪問し、ホ

ームステイにて日常生活を体験。 

平和交流の一環として、ワイマール市にある強制収容所跡

のブーヘンヴァルト記念館を見学。 

 

平成 20年（2008） 

7月 29 日～8 月 2日 

鳥栖市長及び随行１名がツァイツ市を訪問。両市の新市

長就任により初対面。子ども交流事業の期間中でもあり、

子どもたちの交流を一緒に体験することができた。 

ツァイツ市長：ウルフ・アルトマン氏(２００８年７月１日就任) 

 

＊ 

＊ 

ツァイツ市長：ウルフ・アルトマン氏(２００８年１１月上旬辞任) 

ツァイツ市長：フォルクマール・クンツェ氏(２００９年５月１日就任) 

平成 21年（2009） 

6 月 28 日～7 月 12 日  

ツァイツ市の学生９名、引率２名が鳥栖市を来訪し、ホー

ムステイにて日常生活や学校・日本文化を体験。 
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年 月 内          容 

平成 22年（2010） 

7月 1日～6日 

第１回ツァイツ市砂糖祭に招待を受け、ツァイツ市を訪

問。鳥栖市長の代理として鳥栖市副市長、鳥栖市議

会議長らが公式行事に参加。 

 

 

平成 22年（2010） 

8月 8日～23日 

鳥栖市の中高生１０名、引率２名がツァイツ市を訪問し、ホーム

ステイにて日常生活を体験。 

学校訪問や平和交流の一環として、ワイマール市にある強制収

容所跡のブーヘンヴァルト記念館を見学。 

 

※フッペルのピアノ関連 

平成 22年（2010） 

10月 10日 

フッペル社創始者の子孫であるトーマス・ファウルマン氏

が、鳥栖市長を表敬訪問したほか、フッペル鳥栖ピアノ

コンクール「月光賞」のプレゼンターを務めた。 

 

 

平成 23年（2011） 3.11東日本大震災により、ツァイツ市からの来日が延期。 

ツァイツ市では、チャリティー行事が行われ、義援金が集められた。鳥栖ロー

タリークラブへ送金された義援金は、被災した子どもたちのために役立てても

らうため、鳥栖市長より気仙沼市長へ届けられた。 

＊義援金２，３２７，２２５円（２１,５１４．５２ユーロ） 

 

平成 24年（2012） 

1月 30日 

ドイツ連邦共和国総領事アレクサンダー・オルブリッヒ氏

が、鳥栖市長を表敬訪問。市長と日独両国の友好交流に

ついて会談し、サンメッセ鳥栖でフッペルのピアノを視察し

た。 

 

 

平成 24年（2012） 

5月 17日～22日 

ツァイツ市フォルクマール・クンツェ市長、ツァイツ市

議会オイゲン・エンゲル議長、ツァイツ市営企業有限

会社支配人アンドレアス・フーケ氏夫妻の４名が鳥栖

市を来訪。 

＊友好交流都市協定を締結。 

＊エネルギー関連施設を中心とした施設等の視察や、さまざまな意見交換を行った。 

 

平成 24年（2012） 

5月 17日～28日 

ツァイツ市の学生１０名、引率２名が鳥栖市を来訪し、ホ

ームステイにて日常生活や学校・日本文化を体験。 

公式訪問団の来訪期間中でもあり、友好交流都市協定

調印式に出席した。 

 

平成 25年（2013） 

7 月 28 日～8 月 12 日  

鳥栖市の中高生１０名、引率者２名がツァイツ市を訪問

し、ホームステイにて日常生活を体験。平和交流の一環と

して、ワイマール市にある強制収容所跡のブーヘンヴァルト

記念館を見学。 

６月に発生した水害に対し、鳥栖市民等からの災害義援

金 1,585,426円を贈呈した。 
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年 月 内          容 

平成 26年（2014） 

5月 25日～6月 8日 

ツァイツ市の学生１０名、引率者２名が鳥栖市を来訪し、

ホームステイにて日常生活や学校・日本文化を体験。 

平和交流の一環として長崎にある平和公園や原爆資料館

を見学。 

平成 27年（2015） 

7月 6日 

国立歴史民族博物館で行われた「ドイツと日本を結ぶもの

－日独修好１５０年の歴史－」に、両市の交流の歴史につ

いてパネルを出展し、「日独友好関係者の集い」で、ツァイ

ツ市が鳥栖市との交流事業について事例を発表。 

 

平成 27年（2015） 

7月 26日～8月 10日 

鳥栖市の中高生１０名、引率者２名がツァイツ市を訪

問し、ホームステイにて日常生活を体験。平和交流の

一環として、ワイマール市にある強制収容所跡のブーヘ

ンヴァルト記念館を見学。 

 

平成 27年（2015） 

10月 22日～26日 

ツァイツ市フォルクマール・クンツェ市長、ツァイツ市営企

業有限会社支配人アンドレアス・フーケ氏、医師ロビィ・シ

ュルント氏の３名が鳥栖市を来訪。 

＊鳥栖市とツァイツ市の交流の歴史についてパネルを

展示した日独修好１５０周年の歴史「長崎からみたド

イツ」～もうひとつの交流史～を視察（長崎市） 

＊フッペルのピアノ、ベストアメニティスアジアム、九州国際重粒子線がん治療センターなどを視察

し、さまざまな意見交換を行い、友好を深めた。 

平成 28年（2016） 

6月 26日～7月 10日 

ツァイツ市の学生１０名、引率者２名が鳥栖市を来訪し、 

ホームステイにて日常生活や学校・日本文化を体験。 

平和交流の一環として長崎にある平和公園や原爆資料館

を見学。 

平成 29年（2017） 

6月 7日～6月 13日 

ツァイツ市１０５０年祭に招待を受け、ツァイツ市を訪問。鳥

栖市長の代理として鳥栖市副市長をはじめ、鳥栖市文化

連盟８名、鳥栖市緑化協力会２名が公式行事に参加。日

本文化の公演及びワークショップ、日本庭園への技術提供

を行った。 

平成 29年（2017） 

7月 23日～8月 7日 

鳥栖市の中高生７名、引率者２名がツァイツ市を訪問

し、ホームステイにて日常生活を体験。平和交流の一環

として、ワイマール市にある強制収容所跡のブーヘンヴァ

ルト記念館を見学。 

 

平成 30年（2018） 

7月 22日～8月 5日 

ツァイツ市の学生７名、引率者１名が鳥栖市を来訪し、 

ホームステイにて日常生活や学校・日本文化を体験。 

平和交流の一環として長崎にある平和公園や原爆資料館 

を見学。 
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情 報 発 信 シ ー ト 

案 件 名 姉妹都市等日本庭園修復モデル派遣事業 

日  時 令和元年７月２８日（日）～８月４日（日） 

 

 

 

 

 

内  容 

友好交流都市であるドイツ国ツァイツ市にある日本庭

園の修復について、鳥栖市緑化協力会にご協力をいただき

下記のとおり事業を実施します。 

 

■派遣者 

鳥栖市緑化協力会３人 

■事業概要 

国土交通省事業「姉妹都市等海外日本庭園修復モデル事

業」（造園技術者の派遣費用を国土交通省が負担）を活用

し、ツァイツ市にある日本庭園の修復を行うもの。 

■日本庭園概要 

 平成１３年３月当時のツァイツ市長から、平成１６年に開

催される庭園博覧会で日本庭園を整備するための技術協力

の要請があった。同年、鳥栖市緑化協力会会長他２名がツァ

イツ市を訪問し、日本庭園整備の現地調査を行い、設計図を

作成した。平成１５年に同協会から４人を派遣し、１ヵ月半

で日本庭園が完成した。 

■修復内容（予定） 

 日本庭園の外壁、通路等の修復及び樹木の剪定 

 

■出発式 

 日時：７月２６日（金）１６：００～ 

 場所：市役所２階第１会議室 

※子ども交流事業の結団式と同時開催 

問合せ先 市民環境部  市民協働推進課 ☎８５－３５０８ 
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平成３１年４月５日 

都市局公園緑地景観課 

平成３１年度に修復支援する日本庭園 ８箇所を選定！ 
～海外日本庭園の修復により、日本の魅力を広めます～ 

■海外日本庭園再生プロジェクトとは 
海外には５００箇所以上の日本庭園が存在していますが、中には適切な維持管理が行われ

ておらず修復が必要な日本庭園があります。 
そのため、在外公館や海外姉妹都市を締結する自治体からの修復要望を受けた海外日本

庭園について、造園緑化関係団体の協力のもと、造園技術者を派遣し、修復の支援を実施しま

す。修復時の講習や維持管理マニュアルの整備を通じて、現地の公園管理者において適切に

保全されるとともに、日本文化イベントの場としても利用されています。 
   
 
 
 
 
 

 
■平成３１年度の修復支援予定の海外日本庭園 

海外日本庭園保全再生方策検討委員会（別紙参照）において、以下の８箇所の海外日本庭

園が選定されました。 
○オーストリア（ｳｨｰﾝ市）／ｼｪｰﾝﾌﾞﾙﾝ宮殿内日本庭園 
○ドイツ（ﾂｧｲﾂ市）／日本庭園   ※ﾂｧｲﾂ市は佐賀県鳥栖市の友好交流都市 
○フランス（ｴｸｻﾝﾌﾟﾛｳﾞｧﾝｽ市）／ｻﾝﾐﾄﾙ公園   ※ｴｸｻﾝﾌﾟﾛｳﾞｧﾝｽ市は熊本市の交流都市 
○米国（ﾆｭｰﾖｰｸ州ﾆｭｰﾖｰｸ市）／国連本部内日本庭園 
○米国（ﾃﾈｼｰ州ﾅｯｼｭﾋﾞﾙ市）／ﾁｰｸｳｯﾄﾞ植物園内松霧園 
○米国（ｵｸﾗﾎﾏ州ｽﾃｨﾙｳｫｰﾀｰ市）／国際友好庭園 

※ｽﾃｨﾙｳｫｰﾀｰ市は京都府亀岡市の姉妹都市 
○米国（ﾃｷｻｽ州ｻﾝｱﾝﾄﾆｵ市）／熊本園   ※ｻﾝｱﾝﾄﾆｵ市は熊本市の姉妹都市 
○米国（ｲﾘﾉｲ州ｼｶｺﾞ市）／ｼﾞｬｸｿﾝﾊﾟｰｸ内ﾌｪﾆｯｸｽｶﾞｰﾃﾞﾝ   ※ｼｶｺﾞ市は大阪市の姉妹都市 

 

 

流れに石橋、滝口、植栽を整備 

(米国ミシガン州ブルームフィールドヒルズ市) 

修復後の桜まつり 松の剪定講習 

＜問い合わせ先＞ 

都市局 公園緑地・景観課 緑地環境室 国際緑地環境対策官 脇坂 緑化推進係長 永瀬 

TEL：03-5253-8111[32912、32964] 03-5253-8420(直通) FAX：03-5253-1593 

 (米国カリフォルニア州グレンデール市) 

海外にある日本庭園は、日本の文化や魅力を伝える拠点であり、インバウンド拡大や造園緑

化技術の海外展開に貢献しています。一方で、造園後、適切な維持管理が行われず、樹木の剪

定など修復支援が必要な庭園も存在しています。 
国土交通省では、平成２９年度から｢海外日本庭園再生プロジェクト｣を実施し、５年間で５０箇

所程度の庭園の修復を支援することとしています。 
このたび、平成３１年度に修復支援予定の海外日本庭園８箇所が選定されました。 
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情 報 発 信 シ ー ト 

案 件 名 生ごみ処理機の購入費を補助します 

申込期限 令和元年７月３１日（水）まで ※同日必着 

対  象 

次のいずれかに該当する世帯 

・市内居住で補助金の交付を受けたことがない世帯 

・以前に補助金の交付を受けてから５年以上経過した世帯 

内  容 

 ごみの減量と再資源化促進のため「生ごみ処理機」の購

入費用の一部を補助します。 

 補助対象となる機器は３種類で、補助率は２分の１です

が上限額が種類によって異なります。 

 

①生ごみ処理容器・・・購入金額の１／２（上限１万円） 

②電動生ごみ処理機・・・購入金額の１／２（上限２万円） 

③ディスポーザ・・・・購入金額の１／２（上限２万円） 

 

■募集件数 ３０世帯程度（申込多数の場合は抽選） 

 

※必ず処理機の購入前に申し込みください 

※処理機の購入は、市からお送りする「補助対象者決定

通知」の到達後に行ってください 

 

申込方法 

①住所②世帯主名（ふりがな）③電話番号④希望の生ごみ

処理機の種類⑤概算の購入額（パンフレットがあれば添付）

を記載の上、「はがき又は封書」の郵送、ＦＡＸ、またはメ

ール（kankyou@city.tosu.lg.jp）で環境対策課へ 

※電話での申し込み不可 

問合せ先 市民環境部 環境対策課      ☎８５－３５６１ 
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定例記者会見資料（イベント情報） 
 

７月 

 

１日 

（月）～ 

案 件 名 市民プールが開業しました 

問合せ先 健康福祉みらい部 スポーツ振興課 ☎85-3522 Ｐ１４ 

 

６日 

（土） 

案 件 名 
さが×ながさき合同Ｕターン・Ｉターン相談会が開催

されます 

問合せ先 企画政策部 総合政策課      ☎85-3511 Ｐ１５ 

 

１３日(土) 

１４日(日) 

案 件 名 「鳥栖山笠」が開催されます 

問合せ先 経済部 商工振興課        ☎85-3605 Ｐ１８ 

 

２０日

（土）～ 

案 件 名 河川プールを開設します 

問合せ先 
経済部 農林課          ☎85-3566 

経済部 商工振興課        ☎85-3605 
Ｐ２１ 

 

２１日

（日） 

案 件 名 「山城の森づくりと竹工作体験」を開催します 

問合せ先 教育委員会事務局 生涯学習課   ☎85-3695 Ｐ２２ 

 

２８日 

（日） 

案 件 名 「まつり鳥栖２０１９」が開催されます 

問合せ先 経済部 商工振興課        ☎85-3605 Ｐ２４ 

 

 

８月 
 

３日 

（土） 

案 件 名 「親子で川の生き物調査隊」に参加しませんか 

問合せ先 市民環境部 環境対策課     ☎ 85－3561 Ｐ２５ 

 

５日 

（月） 

案 件 名 筑後川花火大会が開催されます 

問合せ先 経済部 商工振興課       ☎ 85－3605 Ｐ２７ 
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情 報 発 信 シ ー ト 

案 件 名 市民プールが開業しました 

日   時 
令和元年７月１日（月）～８月３１日（土） 

１０：００～１８：００ 

場  所 市民プール（市民公園内） 

対  象 どなたでも（小学生未満は保護者同伴） 

内  容 

 ７月と８月の期間限定で泳げる市民プールが開業して

います。期間中は休まず営業していますので、皆様のご来

場をお待ちしております。 

※大雨、台風等の悪天候により臨時休業することがありま

す（施設又はスポーツ推進課へお問合せ下さい） 

 

■入場料 小・中学生 １００円（小学生未満は無料） 

     高校生以上 ２００円 

 ※小学生未満は保護者同伴。保護者は入場料が必要です 

 

■利用制限 

・５０ｍプール…身長１４５cm 以上のみ 

・スライダープール（滑り台 大）…小学生以上のみ 

・チビッコプール…小学生未満のみ 

・水質維持のため、オムツの取れていない幼児の入水はで

きません 

 

■どなたでも使えるお得な回数券 

・１１枚綴りの回数券を１０回分の料金＋消費税で購入

できます。（購入年度のみ有効。払い戻しはできません） 

問合せ先 
市民プール管理室         ☎８５－３６３４ 

健康福祉みらい部 スポーツ振興課 ☎８５－３５２２ 
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情 報 発 信 シ ー ト 

案 件 名 
さが×ながさき合同Ｕターン・Ｉターン相談会が開催さ

れます 

開 催 日 令和元年７月６日(土) １１：００～１６：００ 

場    所 
東京交通会館３階グリーンルーム 

（東京都千代田区有楽町２－１０－１） 

対  象 佐賀県へのＵＪＩターン就職・移住、就農を希望される方 

内  容 

市は、東京都で開催される佐賀県・長崎県合同移住相談

会に参加します。今回は、両県から２５団体が参加し、暮

らしや仕事に関する相談をお受けします。参加費無料、入

退場も自由です。 

両県への先輩移住者による移住体験談や、素敵なプレ

ゼントが当たるガチャガチャ大会も開催されます。 

首都圏在住のご家族やご友人で移住をお考えの方に、

ぜひお知らせください。 

■相談内容 

ＵＪＩターン求人情報の提供、暮らし関連情報（生活・

住まい）、新規就農関連の情報提供 など 

■参加団体 

佐賀県１０団体、長崎県１５団体 

申込方法 

当日参加もＯＫですが、事前予約をいただくと受付がス

ムーズです。 

■事前予約はこちら 

さが移住サポートデスク（佐賀県庁内 ☎０９５２－

２５－７５５１）、メール（sagaiju@pref.saga.lg.jp）

又はホームページにて受付。 

問合せ先 企画政策部 総合政策課 ☎８５－３５１１ 
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令和元年7月6日（土）11：00〜16：00 （参加無料・入退室自由）日時

東京交通会館３階 グリーンルーム（東京都千代田区有楽町2-10-1）

佐賀県今回参加の市町長崎県今回参加の市町

： 11：00〜16：00（各ブース）

： 12：00〜13：00
「佐賀・⻑崎の魅⼒的な話」

「移住のビフォーアフター」

個別相談

セミナー

イベント
ガチャガチャ大会

佐賀・⻑崎の素敵な
景品が当たる！

移住相談 就漁・就農
相談

転職就職
相談

東京オフィス2019年第366回ふるさと暮らしセミナー

©がんばくん ©らんばちゃん

会場

当日のプログラム
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参加申込みは両県のＨＰ、電話、メール にて受け付けております。

住所︓佐賀市城内1丁目1-59
県庁新館1階

Tel ︓0952-25-7551（直通）
Mail︓sagaiju@pref.saga.lg.jp
H P ︓サガスマイル
https://www.sagasmile.com/

⻑崎県への申込み・問合せ

【アクセス】
東京都千代田区有楽町2-10-1  

(東京交通会館3階グリーンルーム)

JR⼭⼿線・京浜東北線 有楽町駅
（京橋・中央口（銀座側） 徒歩１分

有楽町線 有楽町駅[D8] 徒歩１分

有楽町線 銀座一丁目駅[2] 徒歩１分

丸の内 銀座駅[C9] 徒歩３分

銀座線 銀座駅[C9] 徒歩３分

日比谷線 銀座駅[C9] 徒歩３分

千代田線 日比谷駅[D8] 徒歩８分

都営三田線 日比谷駅[D8] 徒歩５分

⻑田 陸さん・加奈恵さん

長崎県

ながさき移住サポートセンター

住所︓⻑崎市尾上町3-1 県庁内4階
Tel  ︓095-894-3581（直通）
Mail︓iju@pref.nagasaki.lg.jp
H P ︓ながさき移住ナビ
http ://nagasaki-iju.jp/

※ お預かりした個⼈情報は、⻑崎県の個⼈情報保護に関する
規定に基づき適切に管理し、移住相談業務にのみ利⽤致します。

佐賀県への申込み・問合せ

さが移住サポートデスク

※ お預かりした個⼈情報は、佐賀県の個⼈情報保護に関する
規定に基づき適切に管理し、移住相談業務にのみ利⽤致します。

下條賀代さん

佐賀県

東京都出身、パートナーは三重県出身。

移住前は、看護師を退職後に海外を転々とする。
海外で出会ったパートナーと共に、帰国後は
居住地を探して⾃転⾞で旅に出る。
たまたま通った島原半島に一目惚れをして居住
を決定。現在は看護師、鍼灸師として働き、
地域の⼈々との関わりのある生活を楽しんでいる。

陸さんは東京都出身、加奈恵さんは佐賀県出身。

陸さんの本社転勤の打診をきっかけに佐賀県に移住。
陸さんは会社員からフリーランスに転向。Web系の
仕事を在宅で⾏い、加奈恵さんは東京のweb系の会
社に籍をおいたまま、在宅社員として勤務中。
歴史と文化のある町でのびのびとした子育て、いろ
いろな⼈とのつながりを楽しんでいる。

【電⾞でお越しの⽅】
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情 報 発 信 シ ー ト 

案 件 名 「鳥栖山笠」が開催されます 

日   時 令和元年７月１３日（土）、１４日（日）１３：００～ 

場  所 

鳥栖八坂神社（開式）１２：４５、（出発）１３：００ 

中央公園（祇園旗廻り）※１３日（土）１３：３０頃 

本通町交差点（総がぶり）※１４日（日）１３：３０頃 

対  象 どなたでも 

内  容 

鳥栖の伝統行事である「鳥栖山笠」が開催されます。 

昭和３年に始まった祭りで、昨年は９０年目の節目であ

り、今年度は新元号「令和」初の開催となります。 

山車と子ども山が掛け声とともに市街地を勢いよく駆

け抜け、夏本番を告げます。  

※山車の種類やコースは別紙チラシを参照ください 

 

■見どころ 

【祇園旗廻り】…日時：１３日（土）１３：３０頃 

６基の山車が中央公園広場を一周する時間を競い合う

タイムレース 

 

【総がぶり】…日時：１４日（日）１３：３０頃 

山車を下に激しく揺らすパフォーマンス 

 

沿道からの声援と「力水」が引き手に勢いを与え、暑さ

を吹き飛ばします。令和最初の「鳥栖山笠」たくさんのご

声援をよろしくお願いします。 

問合せ先 
鳥栖山笠奉賛会          ☎８３－３１２１ 

経済部 商工振興課        ☎８５－３６０５ 

 

18



19



20



 

情 報 発 信 シ ー ト 

案 件 名 河川プールを開設します 

日   時 令和元年７月２０日（土）～９月１日（日） 

場  所 

河内河川プール（河内町）９：３０～１６：００ 

沼川河川プール（立石町）９：３０～１６：００ 

四阿屋遊泳場（牛原町）８：３０～１７：００ 

対  象 どなたでも 

内  容 

河川プールは、川の水を利用したひんやりと冷たく、夏

の暑い時期には絶好の避暑地となります。 

四阿屋遊泳場は鳥栖工業生と市民活動団体の四阿屋会

が共同で邪魔な石を取り除き、新たな石積みを製作して遊

びやすい水辺に作り上げています。 

ぜひ、ご利用ください。 

 

■注意事項 

・各施設ともペットの同伴、火の使用（バーベキュー禁止）

となっております 

・付近の住民や緊急車両の通行の妨げとなりますので路

上駐車はご遠慮ください 

 

■河内河川プール駐車場について 

・満車の際は、コカコーラボトラーズジャパン鳥栖市民の

森の駐車場をご利用ください 

■沼川河川プールをご利用の方へ 

・工事用車両の通行の妨げとなりますので、路上駐車はご

遠慮ください 

問合せ先 

経済部 農林課（河内河川プール） ☎８５－３５６６ 

経済部 商工振興課（沼川河川プール、四阿屋遊泳場） 

                 ☎８５－３６０５ 
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情 報 発 信 シ ー ト 

案 件 名 「山城の森づくりと竹工作体験」を開催します 

日  時 令和元年７月２１日（日）９:００～１５:００ 

場   所 惣構跡（山浦町）長崎自動車道山浦ＰＡ付近 

対  象 小学生以上（小学生は保護者同伴） 

内  容 

 鳥栖市の文化遺産である戦国時代の山城跡の勝尾城筑

紫氏遺跡（国史跡）の保存・活用を図るため、「葛籠城」

で、竹の伐採や竹工作の体験を行います。夏休みの自由研

究の１つにもなりますので、ぜひ、皆様のご参加をお待ち

してます。 

 

■主な体験内容 

・竹の伐採体験。伐採した竹で貯金箱や植木鉢、鉛筆立て

などの工作づくりを行います 

 

■定 員  ２５名（先着順） 

■参加費  無料（昼食付） 

■持参品  長袖、長ズボン、運動靴、帽子、手袋、タオ

ルなど野外で活動できる服装、水筒 

■申し込み ７月１９日（金）までに生涯学習課へ 

■その他  集合場所は申し込み時にお知らせします 

 

■主 催  市教育委員会 

特定非営利活動法人の九千部クラブ 

※「県民参加の森林づくり事業」として、今年度は１０月

２０日（日）と１２月２２日（日）にも開催予定です 

問合せ先 教育委員会事務局 生涯学習課 ☎８５－３６９５ 
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＼文化遺産「葛籠
つ づ ら

城跡」の森林再生と冒険の森づくり／ 

山城の森づくりと竹工作体験 
 

山浦町にある「葛籠城跡」は、勝尾城の南東部に 

築かれた支城で、周囲には長大な二重の空堀と 

土塁などが残っています。この貴重な遺跡周辺の 

森林を守るために、孟宗
もうそう

竹
ちく

という生育旺盛な竹を 

伐採して、子どもたちが遊べる森を作りましょう!! 

第 1弾は、竹の伐採にチャレンジ♪ 

切った竹で貯金箱や竹ぽっくりなどのおもちゃを 

作ったり、長さ 700m、深さ 5mの空堀を探検 

したり、初夏の森でおもいっきり遊んでみませんか～？ 

 

☺ 日  時：201９年７月２１日（日）9時～15時 

☺ 集合場所：惣構跡（長崎自動車道 山浦パーキング 南側付近） 

☺ 内  容：竹の伐採体験、竹の工作など 

☺ 参 加 費：無料（昼食付） 

☺ 定  員：先着 25名（対象：小学生以上） 
  ※小学生は保護者の方とご一緒に参加してください。 

☺ 持ってくるもの：野外活動ができる服装（長袖、長ズボン、 

       運動靴）、帽子、水筒、タオルなど 

 

※この活動は、佐賀県の「平成 3１年度県民参加の森林づくり事業」の補助金を活用しています。 

主催 鳥栖市教育委員会・NPO法人九千部クラブ TEL：0942-８５-３６９５ 
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情 報 発 信 シ ー ト 

案 件 名 「まつり鳥栖２０１９」が開催されます 

日   時 
令和元年７月２８日（日） １２：００～２１：００ 

※歩行者天国は１２：００～２１：３０まで 

場  所 
中心市街地（本通筋商店街、大正町・東町、中央公園、フ

レスポ鳥栖ほか）  

対  象 どなたでも 

内  容 

鳥栖の夏の風物詩である「まつり鳥栖」が開催されます。

第４６回目となる今回は、昨年に引き続き『夏・みんなの

架け橋』をテーマに各会場にて様々なイベントが行われま

す。  

 

■今年の見どころ 

・鳥栖青年会議所創立６０周年記念事業 

「鳥栖のキャラクターをお菓子で作ろう！」 

フレスポ鳥栖ウェルカムコートにて、鳥栖市のキャラ

クターをお菓子でつくります。着ぐるみサイズの大き

なお菓子をみんなで一緒につくりましょう。 

・鳥栖商工会議所青年部による「こども SASUKE」なども

実施します。 

 

■浴衣の着付け・着直しの無料サービス 

 場所：本通町公民館（１５時～１８時まで） 

 

問合せ先 
まつり鳥栖実行委員会       ☎８３－８４１５ 

経済部 商工振興課        ☎８５－３６０５ 
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情 報 発 信 シ ー ト 

案 件 名 「親子で川の生き物調査隊」に参加しませんか 

日   時 
令和元年８月３日（土）９：００～１１：００ 

※雨天時は８月１０日（土）に順延 

場  所 大木川（河内河川プール横） 

対  象 市内居住の小学３～６年生とその保護者 

内  容 

 親子で参加できる水生生物の調査を今年も開催します。

毎年、多くの子ども達に参加頂いており、「夏休みの自由

研究」にもなると評判です。 

 インターネットやテレビゲーム等の普及により、外で遊

ぶことや、自然に触れる機会が減っていますが、本調査に

参加した子ども達は、川の中に入り自然と触れ合いながら

活動することができます。水生生物や水質の講習から、生

物の捕獲、分析、発表までを行う貴重な体験ができる活動

となっておりますので、ぜひ、親子でのご参加をお持ちし

ております。 

 

■募集人数  ２０組（約４０名）※先着順 

■申込期間  ７月１７日（水）まで 

■持ってくるもの 濡れてもいい服装・靴、帽子、水筒、

タオル、筆記用具 

申込方法 

①電話（８５－３５６１）又は『申し込み用紙』に必要事

項を記入し、②環境対策課窓口へ持参又は郵送 ③ＦＡＸ

（８５－２００９） ④メール（kankyou@city.tosu.lg.jp） 

にて申込ください。 

※『申し込み用紙』は、環境対策課窓口又は市ホームペー

ジから入手ください 

問合せ先 市民環境部 環境対策課      ☎８５－３５６１ 
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   親子で川の生き物調査隊 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【対 象 者】  小学校３年生～６年生とその保護者 

【 日  程 】  

会 場 実 施 日 時 場 所 定員 

基山会場 ７月２1 日（日）午前９時～午前１１時 
・実松川 

（筑紫野バイパス宮浦インター入口付近） 
2０組 

鳥栖会場 ８月 ３日（土）午前９時～午前１１時 ・大木川（ 河 内 河 川 プ ー ル 横 ） 2０組 

【雨天延期】 基山会場：７月２８日（日）午前９時～午前１１時 

       鳥栖会場：８月１０日（土）午前９時～午前１１時 

【参 加 料    】 無 料  

【携 行 品】 川に入れる服装、濡れてもいい靴、帽子、水筒、タオル、筆記用具 

【応募方法】 ① 電話での応募【受付時間  ８：３０～１７：１５（平日のみ）】 

② その他（窓口提出・郵送・ＦＡＸ・メール） 

         ※メールの場合は、『申し込み用紙』と 同様の内容を鳥栖市 環境対策課へ 

【応募期間】 令和元年７月 1 日（月）～令和元年 7 月１７日（水）午後５時まで必着 

※ 先着順です。 

【連 絡 先】 鳥栖市役所 環境対策課 

〒 ８４１－８５１１  住 所：鳥栖市 宿町１１１８番地 

TEL：８５－３５６１  FAX：８５－２００９   Ｍａｉｌ：kankyou@city.tosu.lg.jp 

主催 鳥栖市 環境対策課 / 基山町 まちづくり課生活環境係  共催 鳥栖市環境保全協議会 

  

申  し  込  み  用  紙 

ふりがな  ふりがな  児童との関係 

児童氏名  
同伴者氏名 

（保護者）   

電話番号  住所  
携帯電話番号  

学校名       小学校   年 FAX  

希望会場 どちらでもよい（ ○ ） ・ 基山（ ○ ） ・ 鳥栖（ ○ ） 

川には魚のほかにも、いろいろな生き物が住んでいるんだ ！ 

そこにいる生き物を調べれば、川がどのくらいきれいなのかがわかるよ！ 

“森の中”や“川の中”は、涼しくて、とっても気持ちが良いよね ♬  

お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃんと一緒に調べてみましょう！

『夏休みの自由研究』にもなるから、とってもいいよね♪ 
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情 報 発 信 シ ー ト 

案 件 名 筑後川花火大会が開催されます 

日   時 
令和元年８月５日（月）１９：４０～２１：１０ 

※雨天の場合は順延（７日） 

場  所 下野町運動広場（鳥栖会場） ※観覧無料 

対  象 どなたでも 

内  容 

鳥栖市が共催している「第３６０回筑後川花火大会」が

今年も開催されます。 

鳥栖会場である下野町運動広場は、小森野発揚所の近く

に位置する迫力満点の花火が楽しめる会場となっていま

す。約 18,000 発の花火が２箇所から同時に打ち上げられ、

もう一方の会場（長門石発揚所）の花火も綺麗に見ること

ができる絶好の観覧場所となっています。 

 

■交通規制 

・当日１８：３０から２２：３０までは、会場付近の道路

に交通規制が掛かりますので、車での来場ができません

※路上駐車はご遠慮ください 

 

■禁止事項 

・バーベキューなどの火気厳禁 

・ペットの同伴不可 

 

※会場周辺には駐車場はありませんので、公共交通機関を

ご利用ください 

（JR 肥前旭駅から鳥栖会場まで徒歩３０分程度） 

 

問合せ先 経済部 商工振興課        ☎８５－３６０５ 
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